
執行機関

� 執 行 機 関

92.職   員
(1)職種別職員数 (その 1)

1,226

1,617

2,461(1

(1,308)100.0

(2,056)  100.0

(1,855)  100.0

620 (205)

727    (267)

1,056(4∞ )

(6)

(11)

(41)

74,882(41,797)100,0 30,873(12,199) (28) 30,966(12,227) 41,4 1,483 (914) 12,859(12,732)

(2)1,175(458)

(1)    2,209    (873)

(1)    2,486  (1,024)

(205)50.6 17

(267)   45.0     15

(400)   43.0     58

(432)45.9

(508)   37.6

(469)   38.3

(468)45.4

(510)   40.1

(786)   43.3

86 (86)

191    (191)

281    (281)

420 (420)

1,106  (1,101)

853    (828)

766 (764)

1,128  (1,110)

944    (937)

620

728

1,058

０２

００

６３

　

４４

３９

２７

2,660(1,431)100.0 1,171

5,857  (3,317)  100.0    2,205

5,709  (3,065)  100.0    2,480

291(504)42.7 97

914    (363)   45.6     41

971    (372)   59.5     29

1,121

1,275

1,255

(456)

(872)

(1,023)

44.2

37.7

43.5

1,120

1,272

1,245

(432)

(507)

(465)

(3)

(1)

(1)

(1)

(4)

１５

Ｍ

ｌ３

2,621(1

3,145  (1

4,297  (2

9(2)1,191
2    (1)    1,260

5    (1)    1,862

23

79

115

０

０

０

　

０

０

０

３４

５ ５

６ ９

　

５３

５ ７

２４

３４０

５７５

ｍ

　

５３３

５７６

２４９

９

０

の

　

”

の

つ

２６

２５

８９

　

　

６５

‐４

００

００

００

３４

３７

６２

３０

％

４２

００

００

００

６４

８５

９８

1,182(466)

1,258    (509)

1,857    (785)

1,127(479)

1,278    (519)

904    (347)

0 1,761(719)

0    1,914    (685)

0    1,644    (663)

1,128(479)

1,283    (521)

906    (347)

2,764(1

3,136  (1

1,896

(2)

40,8

40,9

47.8

559 (639) 2

(719)41.5

(686)   36.3

(666)   39.1

(531)36.0

(639)   36.8

2      1,763

3(1)1,917
9    (3)    1,653

3,720(2,109)100.0 1,329(527) 10(4) 1,339

1,5614,24t (2,62r) 100,0 1

資料 :特別区人事委員会 F平成 9年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び育児休業中の

職員」、「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」、「都職員、幼稚園教諭」

は含まれていない。

2.( )内 は、女子の職員数で内数である。

区  分

保  母事   務 社会教育

事  務  系

構成比

福  祉

区 名

総  数

構成比

総   数

千 代

中

港

黒

田

谷田

目

大

世

一月

板

練

足

　

葛

江

田

央
　
　
　
宿

京

東

新

文

台

　

墨

江

品

谷

野

並

島

川

橋

馬

立

渋

中

杉

　

菫
ユ
　

荒

田

東

川

飾

川
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９ ３

　

　

一
　

１

２



執行機関

(単位 :人、%)(平成9.4.1現在 )

福  祉  系

児童指導

3,064(2,516)17,457(16,184)23.3 2,220(73)1,553(103) 270  451(1)5,431(331) 7.3

(7)11.3

(8)    10.6

(4)    7.5

３９

７ ‐

８４

　

３７

５４

４ ５

(75)

(67)

(11)

22.9

21,7

12.9

(32)

(48)

(65)

11.5

15.9

17.3

22.6

23.7

26.3

３８

５０

８５

　

００

９２

Ｈ

692 (631)

435    (395)

211    (199)

595 (531)

1.535  (1,458)

1,184  (1,063)

(14)

(7)

(11)

7.8

7.7

8,9

‐ ３

１ ６

‐４

　

‐ ６

２‐

２４

　

‐９

３‐

３ ６

11

11

3

(10)

(10)

(11)

7.5

5.5

7.3

(4)

(4)

(12)

62(4)
105(9)

136(17)

(13)

(25)

(42)

7.7

6.7

8.2

(8)

(10)

(16)

72 (65)

170    (149)

241    (192)

437

824

1,064

116

155

61

26.9

25.8

19.3

23.6

28.3

26.1

147 (138)

143    (141)

23.8

24.5

182

187

238

11)
７７

７８

０ ‐

　

７５

４ ９

２ ３

59

69

129

22.4

26.2

20,7

(425)16.7

(754)   26.2

(957)   24.8

17

19

13

208

198

165

6.5

5,9

7.1

7.5

6.3

8.7

7.3

5.8

8.5

6.5

6.5

312

306

358

243

277

12  17

15  22

1,005(949)

1,495  (1,335)

1,101  (1,059)

8& (848)

1,037 (997)

構成比

土木造園 建  築 機械 電  気

一 般 技 術 系

構成比

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江
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執行機関

(1)職種別職員数 (その 2)

資料 :特別区人事委員会『平成 9年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :( )内は、女子の職員数で内数である。

(単位 :人 、%)(平成9.4.1現在 )

区  分

区 名

医 療 技 術 系 技 育ヒ 系

総   数

千 代 田

中   央

港

新

文

台

　

墨

江

品

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

谷

野

並

島

川

橋

馬

立

葛   飾

江 戸 川

156 (93) 2,837 (2,546)  3.8  18,191(10,509) 24.3

(3)

(3)

(3)

48

62

99

3.9

3.8

4.0

278

399

695

(107)

(198)

(337)

22.7

24.7

28.2

(3)

(5)

(1)

(111)

(69)

(51)

4.3

3.8

3.7

(364)

(220)

(140)

22.3

21.1

15.0

(5)

(2)

(4)

78

104

135

(69)

(91)

(124)

3.2

3.1

4.1

508

1,022

785

(288)

(677)

(506)

20.8

30.1

24.0

(2)

(7)

(4)

111

211

182

(103)

(198)

(171)

4.2

3.6

3.2

575

1,508

1,388

(326)

(763)

(765)

4

6

10

(3)

(5)

(9)

94

142

165

(85)

(127)

(147)

3.6

4.5

3.8

(318)

(467)

(517)

27.8

23.4

21.0

(4)

(5)

(1)

113

117

61

(103)

(103)

(50)

4.1

3.7

3.2

572

729

398

(348)

(465)

(232)

20.7

23.2

21.0

(6)

(5)

(3)

168

210

162

(152)

(192)

(145)

4.0

4.0

3.8

1,003

1,359

951

(694)

(802)

(572)

23.6

25。 7

22.5

10

11

(4)

(6)

(111)

(166)

3.4

4.3

1,128

1,185

(600)

(803)

30.3

27.9
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区  分

区 名

総  数

管 理 職

計 部長級
括

　

長

統

　

課

課長級

総   数

田

央

代

　

港

千

中

新

文

台

　

墨

江

品

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

渋

中

杉

　

豊

　

荒

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

」ヒ

一月

板

練

足

　

葛

江

飾

川

74,882   100.0   2,013     2,7     547     0.7   264     0.4   1,202     1.6

1,226

1,617

2,461

100.0

100.0

100.0

70

66

76

5.7

4.1

3.1

19

17

14

1.5

1.1

0.6

9

13

12

0.7

0.8

0.5

２

６

０

　

　

２

８

４

　

　

３

８

３

　

　

０

２

９

　

　

０

４

８

４

３

５

　

５

３

４

　

４

４

４

　

５

８

７

　

４

５

７

3.4

2.2

2.0

3,026

2,003

1,633

100.0

100.0

100.0

94

66

71

3.1

3.3

4.3

1.3

0.9

1.0

4

10

11

0,1

0.5

0.7

2,442

3,390

3,275

100.0

100.0

100.0

80

75

77

3.3

2.2

2.4

24

19

22

1.0

0.6

0.7

0.5

0.2

0.4

1.8

1.4

1.3

2,660

5,857

5,709

100.0

100.0

100.0

81

130

150

3.0

2.2

2.6

0.9

0.6

0.9

7

11

19

0.3

0.2

0.3

1.9

1.4

1.4

2,621

3,145

4,297

100.0

100.0

100.0

2.7

2.8

2.8

0.8

0.8

0,7

10

10

14

0.4

0.3

0.3

1.5

1.7

1.8

2,764

3,136

1,896

100.0

100.0

100.0

78

78

67

2.8

2.5

3.5

26

19

16

0.9

0.6

0.8

10

12

6

0.4

0.4

0.3

42

47

45

1.5

1.5

2.4

4,251

5,287

4,225

100.0

100.0

100.0

86

100

109

2.0

1.9

2.6

20

32

21

0.5

0.6

0.5

21

16

13

0.5

0.3

0.3

45

52

75

1.1

1.0

1.8

3,720

4,241

100.0

100.0

102

77

0.6

0.4

10

13

0.3

0.3

68

49

1.8

1.2

執行機関

(2)職層別職員数 (その 1) (単位 :人、%)(平成9.4.1現在 )

資料 :特別区人事委員会『平成 9年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :一般職に属する職員である。ただし、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び育児体業中の職員」、
「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」、「都職員、幼稚園教諭」は含ま
れていない。
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区 分

区 名

計

構成比

総 括 係 長

構成比

長

構成比

係 主   査

構成比

総   数

田

央

代

　

港

千

中

黒

田

谷田

目

大

世

飾

戸 川

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

　

葛

江

宿

京

東

田

東

川

谷

野

並

島

川

橋

馬

立

執行機関

(2)職層別職員数 (その 2)

2,579

5,727

5,559

2,686

3,058

1,829

3,618     97.3

4 164     98.2

主

72,869     97.3     3,066      4.1     5,646      7.5     3,376      4.5

1,156

1,551

2,385

94.3

95。 9

96.9

6.0

3.6

3.4

148

148

215

12.1

9.2

8.7

2.8

4.0

2.2

2,932

1,937

1,562

96.9

96.7

95.7

4.9

4.3

8.3

249

197

160

8.2

9.8

9.8

77

100

83

2.5

5.0

5.1

2,362

3,315

3,198

96.7

97.8

97.6

3.4

3.5

5.0

7.7

6.4

5.6

115

141

230

4.7

4.2

7.0

84

118

165

97

214

227

188

216

184

118

257

291

97.0

97.8

97.4

3.6

3.7

4.0

253

411

445

9.5

7.0

7.8

4.8

4.1

3.5

97.3

97.2

97.2

177

139

206

6.8

4.4

4.8

4.5

8.2

6.8

8.5

6.4

6.0

97.2

97.5

96.5

114

127

63

4.1

4.0

3.3

237

245

177

8.6

7.8

9.3

243

127

51

8.8

4.0

2.7

4,165

5,187

4,116

98.0

98.1

97.4

4.2

3.0

4.0

6.0

7.5

8.4

201

149

217

4.7

2.8

5.1

134      3.6

113     2.7

260 7.0 101      2.7

137      3.2238      5.6

資料 :特別区人事委員会『平成 9年 4月 1日 現在 特別区職員の構成』

注 :一般職に属する職員である。ただし、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び育児休業中の職員」、

「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」、「都職員、幼稚園教諭」は含ま

れていない。
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2,550

3,057

4,176



執行機関

(単位 :人 、%)(平成9.4.1現在)

事

主 任 主 事

20,940    28.0   18,428    24.6    2,158     2.9    1,064     1.4   18,191    24.3

304

431

596

24.8

26.7

24.2

2.0

2.5

4.6

1.4

1.0

2.0

22.7

24.7

28.2

29.3

29.8

24.4

3.2

2.6

4.7

1.1

1.2

1.5

Ｏ
υ
　

Ｏ
υ
　

Ｏ
υ

277

395

578

652

744

762

739

698

378

784

1,012

22.6

24.4

23.5

25.3

22.9

26.8

28.3

28.0

26.8

25

40

114

１

１

４

　

３

２

２

669

949

1,002

27.4

28.0

30.6

26.7

21.9

23.3

4.1

2.2

1.8

1.9

1.4

0.3

508

1,022

785

20.8

30。 1

24.0

47

49

11

22.3

21.1

15.0

20.7

23.2

21.0

683

1,493

1,443

62

164

197

2.3

2.8

3.5

1.0

1.0

2.3

21.6

25.7

24.3

643

780

1,269

576

845

1,015

22.0

26.9

23.6

64

73

149

2.4

2.3

3.5

0.8

0.8

2.0

27.8

23.4

21.0

712

1,007

687

25.8

32.1

36.2

26.7

22.3

19.9

1.6

2.5

2.4

0.9

1.5

1.5

1,308

1,408

1,364

30.8

26.6

32.3

1,025

1,462

902

24.1

27.7

21.3

125

186

97

2.9

3.5

2.3

1.7

1.2

1.4

1,003

1,359

951

23.6

25.7

22.5

25.7

25.5

25.3

24.5

24.8

29.5

29.2

28.9

２

５

３

　

２

２

８

　

２

４

２

　

７

６

６

　

４

０

1,086

1,224

21.1

23.9

83

151

2.2

3.6

1.1

2.5

，
一
　

ｏ
０

30.3

27.9

構成比

3級 職

1構
成比

2級 職

構成比

1級 職

構成比

そ の 他

構成比

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江
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区  分

区  名

平

成

４

年

平

成

５

年

平

成

６

年

平

成

７

年

平

成

８

年

平 成 9年

数 年一副十
Ｊ

人

の

口

１
工

ｈ
ツ

員

た

職

当

人

総   数

田

央

代

　

港

千

中

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

飾

川一月

葛

江

新

文

ムロ
　

墨

江

品

渋

中

杉
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執行機関

(3)職員数の推移 (各年4.1現在)

資料 :特別区人事 。厚生事務組合人事企画部資料による。

注 :1.各区の定数条例による数値である。

2.「職員 1人当たりの人口」の算出基礎となる人口は、平成 9年 1月 1日 現在の住民基本台帳人口を用い

た。
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区 分

区 名

教育委員会

選 挙 管 理

委 員 会

監 査 委 員

計

農業委員会

総   数

田

央

代

　

港

千

中

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

飾

川

」ヒ

一月

葛

江

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

２２

　

一

一

一

　

一

一

一

　

一

一

一

　

一

一

２〇

　

一

一

１４

　

一

一

一

　

１６

１９

１５

458392114

執行機関

(平成9.4.1現在 )

93.行政機関及び附属機関
(1)行政委員会及び委員数

資料 :各区資料による。

注 :委員数は現員数である。
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執行機関

(2)附属機関及び委員数 (そ の 1)

1,092 314 138 117５

　

　

１

１

１

２

４０

４５

５０

　

４５

５０

５６

　

５０

５４

５５

　

３０

５５

６０

４

４

３

　

４

４

４

　

５

６

14

14

14

14

14

14

15

13

11

14

14

14

7

14

13

５７

　

　

３

２７

２５

　

　

　

７５

　

２８

２８

　

　

２６

　

３０

　

３０

　

　

３０

　

３０

　

３２

　

　

　

一
　

一
　

一　

　

　

３０

　

２９

　

一
　

　

　

一
　

３０

２５

　

　

　

３５

３０

‐５

一

　

〇

６

５

　

０

４

９

　

４

６

３

　

０

３

０

　

１

０

０

　

０

０

０

　

０

４

０

　

０

０

５２

　

３

２

２

　

３

２

２

　

２

２

２

　

２

２

２

　

２

２

２

　

２

２

２

　

２

２

２

　

２

２

15

14

14

15

11

46

31

28

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

13

15

15

12

15

14

14

14

13

資料 :各区資料による。

注 :1.地方自治法第138条の 4第 3項及び第202条の 3の規定に基づき設置されたものである。
2.委員数は現員数である。

3.「建築審査会」の委員には、専門調査員は含まない。
4.会の名称は、区により異なることがある。

5.港区の「特別職報酬等審査会」の数は10以 内である。
6.江戸川区の「特別職報酬等審査会」の平成 7年度開催時の数は10で ある。

区 分

区 名

防災会議

民生委員

推せん会

公害健康

被害認定

審 査 会

保 健 所

運  営

協 議 会

結核診査

協 議 会

国民健康

保険運営

協 議 会

建築審査会

総   数

千 代 田

中   央

港

新

文

台

　

墨

江

品

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷
　
　
谷

野

並
　
　
島
　
　
川
　
　
橋

馬

立

田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

一月

葛

江

飾

川
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執行機関

(平成9.4.1現在 )

青 少 年

問  題

協 議 会

950

39

56

30

44

45

40

43

48

58

32

27

37

40

19

29

37

52

37

26

36

66

53

56

194３０
　
　
１〇
　
一　
一　
　
　
一　
Ｈ
　
一

11

14

9

18

10

10

15
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28

26
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１
■
　

，
一
　

■
■

138 123 ６９

　

一

一

８

　

一

１０

１２

　

一

一

７

　

３

１０

７

　

一

一

９

10

10

18

23

19

15

15

20

20

17

14

10

10

10

13

14

10

15

12

15

５

６

　

一

７

　

一
　

一　

　

　

６

７

７

２

０

０

　

　

８

９

０

　

　

９

４

０

　

　

２

０

０

８

１０

８

　

９

１０

１０

　

１〇

一

19

10

12

12

8

15

12

1313

17 15

生業賃金

貸  付

審 査 会

特 別 職

報 酬 等

審 査 会

興行場法・

旅 館 業 法

及   び

公衆浴場法

運営協議会

大 気 汚 染

障 害 者

認定委員会

公害健 康

被 害補償

診療報酬等

審 査 会 審 査 会

都市計画 財 産価格

審査・評価

審 査 会

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江
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執行機関

(2)附属機関及び委員数 (そ の 2)

10

そ の 他 の 附

９

一 2,477

21 建築紛争調停委員会(3)情報公開審査会(5)文化財保護審議会(7)社会教育委員

81 個人情報保護審議会(8)公文書公開審査会(4)公文書公開制度運営審議会(13)文

92 中小企業振興審議会(19)中 小企業融資斡旋審査会(9)情報公開運営審議会(15)個
化財保護審議会(9)社会教育委員の会議(10)

222 建築紛争調停委員会(5)景観まちづくり審議会(20)住宅まちづくり審議会(20)環
みどりの推進審議会(20)住居表示審議会(15)公文書公開・個人情報保護審査会(5)

66 情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(8)消防団運営委員会(15)建築紛争

40 奨学資金貸付選考委員会(9)社 会教育委員(10)文化財保護審議会(7)1青 報公開及

36 公文書公開及び個人情報保護審査会(5)公文書公開制度及び個人情報保護制度運営審

69 情報公開審議会(5)電子計算組織管理運営審議会(18)建築紛争調停委員会(6)奨

99 情報公開審議会(3)電子計算組織運営審議会(12)同和対策資金貸付審査会 奨学金
表彰審査会(11)公害健康被害認定審査会(14)

62 長期計画審議会 施設建設紛争調整委員会 公文書公開・個人情報保護審議会(20)

員(10)文化財保護審議会(8)地域保健福祉協議会

181 公文書開示審査会(5)個 人情報保護審議会(12)地域情報化推進協議会(14)同 和対
学金貸付審議会(14)が け等整備資金あっせん審査会(7)建築紛争調停委員会(4)文

232 1青報公開・個人情報保護審査会(5)情報公開・個人情報保護審議会(21)環境審議会
域保健福祉審議会(25)保健福祉サービス苦情審査会(5)住宅委員会(19)区立小・

78 福祉環境整備助成審査会(8)奨学資金運営委員会(12)文化財専門委員会(2)地域保健

168 情報公開審査会(5)個 人情報保護審議会(20)個人情報保護審査会(5)保健福祉審
員(10)文化財保護審議会(8)食品安全委員会(14)住宅政策審議会(20)自 転車等

121 環境審議会(15)1青 報公開・個人情報保護審査会(3)情報公開・個人情報保護審議会
(7)郷土博物館運営協議会(12)社会教育センター審議会(15)

95 行政情報公開審査会(5)個 人情報保護審議会(17)表彰審査会(15)住宅対策審議会

127 情報公開・個人情報保護救済委員会(5)情報公開・個人情報保護制度運営審議会(17)

会(3)住宅対策審議会(20)緑化推進審議会(15)奨学資金貸付審査会(11)文化財

22 個人情報保護運営審議会(9)情報公開・個人情報保護審査会(5)文化財保護審議会

132 公文書公開及び個人情報保護審議会(18)公文書公開及び個人情報保護審査会(5)表
文化財保護審議会(10)美術館運営協議会(9)

149 文化振興協会評議員会(17)電算処理に係る個人情報保護審議会(20)公民館運営審
(5)緑化委員会(25)公文書公開運営審議会(11)公文書公開審査会(5)

220 本庁舎跡利用対策審議会(35)公文書公開・個人情報保護審査会(6)公文書公開運営
土地区画整理審議会(10)郷土博物館運営協議会(6)文化財保護審議会(12)文化財

103 個人情報保護委員会(12)個人情報保護審査会(5)情報公開審査会(5)情報公開運
天文の博物館運営協議会(9)文化・スポーツ活動助成協議会(10)

10

13

10

7 61 葛西 建築紛争調停委員会(3)東京都市計画事業瑞江駅北部土地区
個

資料 :各区資料による。

注 :1.地方自治法第138条の4第 3項及び第202条の 3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。

そ の 他
区  分

区 名

〈
ム
　
　
　
　
　
　
一稀然

委
　
員
　
数

数

田

央

代
　
　
港

総

千

中

新

文

台

墨

江

品

目

大

世

渋

中

杉

豊

　

荒

板

練

足

葛

江 戸

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷

谷

野

並

島

田

川

橋

馬

立

飾

川
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執行機関

(平成9。 4.1現在 )

属 機 関 の 内 訳 (順 不 同)

(6)

化財保護審議会(7)ス ポーツ振興審議会(10)基本構想審議会(39)

人情報保護運営審議会(10)1青 報公開。個人情報保護審査会(5)建築紛争調停委員会(3)奨学資金運営協議会(12)文

境審議会(16)リ サイクル推進協議会(30)基本構想審議会(30)名 誉区民選定委員会(7)文化財保護審議会(10)

公文書公開・個人情報保護審議会(15)自 転車等駐車対策協議会(29)

調停委員会(3)住宅政策審議会(22)奨学生選考委員会(11)文化財保護審議会(7)

び個人情報保護制度運営審議会(9)情報公開及び個人情報保護審議会(5)

議会(10)建築紛争調停委員会(6)学童災害共済審査会(9)文化財保護審議会(6)

学資金貸付審査会(12)文化財保護審議会(6)学校適正配置等審議会(22)

運営委員会(10)建築紛争調停委員会(4)交通安全対策会議(25)社会教育委員会議(10)文化財保護審議会(10)

公文書公開。個人情報保護審査会(3)名誉区民選定委員会 住宅政策審議会(15)建築紛争調停委員会(6)社会教育委

策資金貸付審査会(9)中小企業融資あっせん審査会(9)産業振興資金貸付審査会(8)消 費者被害救済委員会(10)奨
化財保護審議会(8)ス ポーツ振興審議会(12)郷土博物館運営委員会(9)交通安全対策会議(35)明 るい選挙推進協議会(25)

(20)中小企業振興対策委員会(21)農業振興対策委員会(19)消費生活審議会(23)消費生活被害救済委員会(5)地
中学校適正配置等審議会(2)社会教育委員の会議(10)スポーツ振興審議会(22)基本構想審議会 文化財保護審議会(13)

推進協議会(25)建築紛争調停委員会(6)個人情報の保護及び情報公開審議会(m)個人情報の保護及び情報公開審査会(5)

議会(28)福祉サービス苦情調整委員(4)富士見台ケアセンター運営審議会(12)建築紛争調停委員会(6)社会教育委
駐車対策協議会(36)

(20)建築紛争調停委員会(6)自転車等駐車対策協議会(24)文化財保護審議会(9)図書館協議会(10)社会教育委員

(20)ア メニティ形成審議会(16)建築紛争調停委員会(6)社会教育委員(10)文化財保護審議会(6)

中小企業従業員
保護審議会(9)

(8)

彰審査会(10)住宅対策審議会(19)健康づくり推進協議会(26)リ サイクル推進協議会(29)建築紛争調整委員会(6)

議会(26)美術館運営協議会(20)文化財保護審議会(8)富士見台ケアセンター運営審議会(12)建築紛争調停委員会

審議会(19)個人情報保護審議会(19)育英資金貸付審議会(10)建築紛争調停委員会(4)住宅政策審議会(19)高野
保護指導員会(12)社会教育委員(10)生涯学習推進協議会(58)

営委員会(17)建築紛争調停委員会(5)奨学資金貸付審議会(15)学校保健委員会(20)文化財保護審議会(5)郷土と

画整理審議会(9)東京都市計画事業一之江駅西部土地区画整理審議会(10)文化財保護審議会(14)情報公開審査会(5)

3.附属機関の「区名」の名称は省略した。
4.中野区及び練馬区の「富士見台ケアセンター運営審議会」は共同運営であり、委員数は両区の計である。
5.機関により任期満了に伴い委員が不在の時は、機関名のみを記載した。

退職金等共済運営審議会(15)小売市場運営協議会(12)都市景観づくり審議会(20)建築紛争調停委員

総

千

中

港

新

文

台

墨

江

品

目

大

世

渋

中

杉

豊

北

荒

板

練

足

葛

江
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区  分

区 名

青

少

年

委

員

指

　

導

　

員

社

会

教

育

指

導

委

員

体
　
　
　
　
育

調

　

査

　

員

郷

土

史

等

教

育

相

談

員

法

律

相

談

員

結

婚

相

談

員

総   数

千 代 田

中   央

港

黒

田

谷田

目

大

世

」ヒ

葛   飾

江 戸 川

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

宿

京

東

田

東

川

谷

野

並

島

川

橋

馬

立

執行機関

(3)専 門委員・指導員 。相談員等

1,069 237      1,121 115 381      2,502 12

４

３

７

　

　

４

０

６

　

　

４

０

０

　

　

５

５

４

　

　

４

３

９

　

　

６

４

０

　

　

９

１

８

　

　

５

８

２

２

２

　

３

３

４

　

３

５

４

　

４

６

６

　

３

４

４

　

３

６

４

　

５

７

７

　

５

５

３

３

２

　

４

３

６

　

３

５

５

　

４

６

５

　

３

４

５

　

２

６

４

９

６

３

　

　

９

８

４

　

　

９

０

９

　

　

６

４

９

　

　

５

２

５

　

　

４

12

47

288

8

13

17

92

25

28

11

35

15

15

10

8

59

16

２１

４

１３

　

一

４

70

61

79

一　

８

７

　

　

７

５

一
　

　

２

２

　

一
　

　

　

一

資料 :各区資料による。

注 :1.例示以外については省略した。

2.委員数は各委員として登録している数値である。なお、委託による場合は、平成 8年 4月 1日 から平

成 9年 3月 31日 までの延べ人数を記載した。

3.委員の名称は、区により異なることがある。
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執行機関

(平成9.4.1現在 )
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財

政

等
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０
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〕
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０
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４

　

０
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２

５

　

２

１

　

　

一

¨

２

　

・０

一

２

　

５

２
　

一

０
０

　

　

　

４

＾
　

，
一
　

０
／
“

０
０

　

　

　

■
■

・
４

一
　

１

１

５

１

　

一

一
　

７

　

　

３

　

一
　

１３

　

　

一
　

２

５

6

5

・
４

３

　

一

341

7

15

税

務

相

談

員

区

民

相

談

員

母

子

相

談

員

家

庭

相

談

員

相

　

談

　

員

ろ

う

あ

者

相

　

談

　

員

交

通

事

故

協

力

委

員

保

健

衛

生

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江
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